
 

第８１回島根県立大学短期大学部教育研究評議会議事要旨 

［ 平成２５年度 第１０回（定例） ］ 

 

 

日  時  平成２６年２月１９日（水）１５：００～１６：３６ 

場  所  松江キャンパス大会議室 

出 席 者  本田学長、小室委員 

      ［松江Ｃ］ 山下（由）委員 岸本委員 名和田委員 鹿野委員 

      ［出雲Ｃ］ 山下（一）委員 田中委員 吉川委員 齋藤委員 

      ［事務局］ <松江Ｃ> 樋野事務室長 上代管理課長 古満教務学生課長 

            <出雲Ｃ> 稲垣事務室長 青木管理課長 三谷教務学生課長 

       ※ 議題２・３について、浜田Ｃの宍戸調整監出席 

欠 席 者  なし 

      定足数確認後、規程に基づき学長が議長となり議事を進行した。 

 

〔審議事項〕 

議題１ 第８０回教育研究評議会議事要旨の確認について 

＜資料１＞ 第８０回島根県立大学短期大学部教育研究評議会議事要旨 

     学長から、あらかじめ配布した議事要旨について確認があり、承認された。 

 

議題２ 短期大学部（松江キャンパス）の今後のあり方について 

＜机上配布資料＞ 「島根県立大学短期大学部（松江キャンパス）の今後のあり方」検 

          討結果報告書―概要版 

         「島根県立大学短期大学部（松江キャンパス）の今後のあり方」検 

          討結果報告書 

   宍戸調整監から、主として概要版により、検討の背景、実施した調査、現状と課題、 

  今後の松江キャンパスのあり方について４パターンでの比較検討結果、経費試算及び 

  経済波及効果などについて説明があった。 

   各委員等からは、社会的な要請への対応、施設整備、医療連携、まとめなどの記述 

  について意見が出された。 

学長から、意見を反映した概要版及び報告書をもって、短大部教育研究評議会とし 

て承認することの確認があり、異議なく承認された。 

 また、小室委員（事務局長）から、今後の日程について2月26日開催の県大教育研究 

評議会を経て、3月24日開催の経営委員会、理事会での承認により、法人としての最終 

方針とする旨の説明があり了承した。 

    

 



議題３ ソーシャルメディアの活用に向けたルール整備について 

＜資料２＞ソーシャルメディアの活用に向けたルール整備について 

         宍戸調整監から、資料２により他大学のソーシャルメディアの利用状況や規程の整 

備状況について報告があり、本学のソーシャルメディア利用指針（案）について説明 

があった。 

学長から、ソーシャルメディアの活用に向けたルール整備について確認があり、学 

長が諮ったところ、異議なく承認された。 

 

議題４ 公立大学法人島根県立大学と学校法人大多和学園との連携協定について 

＜資料３＞公立大学法人島根県立大学と学校法人大多和学園との連携協力に関する協定

締結について 

         山下（由）委員から、資料３により公立大学法人島根県立大学と学校法人大多和学 

園との連携協定について説明があった。 

学長から、公立大学法人島根県立大学と学校法人大多和学園との連携協力に関する

協定の締結について確認があり、学長が諮ったところ、異議なく承認された。 

 

議題５ しまね地域共生センター設置に係る規程改正について 

＜資料４－１～３＞しまね地域共生センター開設に伴う関係規程（法人規程及び短期大

学部規程）の改正について 

         樋野事務室長から、資料４－１～３によりしまね地域共生センター開設に伴う関係 

規程（法人規程及び短期大学部規程）の改正について説明があった。 

学長から、しまね地域共生センター開設に伴う関係規程の改正について確認があり、 

  学長が諮ったところ、異議なく承認された。 

 

議題６ 大学施設開放に係る要領の制定について 

＜資料５－１＞島根県立大学短期大学部松江キャンパス施設開放要領（案） 

         樋野事務室長から、資料５－１により、稲垣事務室長から資料５－２により、各キ 

ャンパスの施設開放要領の制定について説明があった。 

学長から、各キャンパス施設開放要領の制定について確認があり、学長が諮ったと 

ころ、異議なく承認された。 

 

議題７ 松江キャンパス学生寮規程の改正について 

＜資料６＞島根県立大学短期大学部松江キャンパス学生寮規程の改正について 

   樋野事務室長から、資料６により松江キャンパス学生寮規程の改正について説明が 

あった。 

学長から、松江キャンパス学生寮規程の改正について確認があり、学長が諮ったと 

ころ、異議なく承認された。 

 



議題８ 名誉教授の称号授与について 

＜資料７＞名誉教授の称号授与について 

   樋野事務室長から、資料７により名誉教授の称号授与について説明があった。 

学長から、名誉教授の称号授与について確認があり、学長が諮ったところ、異議な 

く承認された。 

 

〔報告事項〕 

報告１ 平成２６年度後期非常勤講師の採用について 

＜資料８－１＞平成２６年度 非常勤講師就任予定者 

＜資料８－２＞平成２６年度 島根県立大学看護学部 非常勤講師就任予定者 

       樋野事務室長から、資料８－１により、稲垣事務室長から、資料８－２により、各キ 

ャンパスの非常勤講師の採用について、内容の報告があった。 

 

報告２ 別科助産学専攻の設置について 

＜資料９＞別科助産学専攻設置に係るスケジュール 

   山下（一）委員及び稲垣事務室長から、資料９により別科助産学専攻設置について

報告があった。 

学長から、以下の内容について確認があり、異議はなかった。 

〇短期大学部看護学科及び専攻科の廃止時期は、既に看護学部設置時に方針決定さ

れており、出雲キャンパスではそれに基づく事務を進めている。 

〇今後、法令・通知に基づき、文部科学省へ報告を行うことになっているため、教

育研究評議会として改めて確認を行い、３月の理事会の議を経て文部科学省や学

位授与機構に所要の報告を行うことになる。 

〇看護学科については、看護師学校指定取消申請を行い、専攻科については、平成

２７年４月１日付で廃止することになっているため、廃止に伴う学生募集の停止

を文部科学省及び学位授与機構に報告する。 

 

〔その他〕 

  吉川委員から、専攻科が平成２７年４月１日付で廃止になるので、短期大学部終了に 

伴う記念事業を検討したいとの意見があった。 

  

○ 次回開催について 

    次回は、３月１９日（水）１５時３０分～ 出雲キャンパスとの確認があった。 


